
事業群評価調書（令和５年度実施）

1-3 黒島　孝子
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③ 1,863,400

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 21市町
21市町
（R3）

実績値②
4市町
(H30）

21市町 21市町 進捗状況

達成率
②／①

100% 100% 達成

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 0人 0人 0人 0人 0人
0人

（R7）

実績値②
70人
(R元）

0人 0人 進捗状況

達成率
②／①

100% 100% 順調

R3実績

R4実績

R5計画

2,252 2,252 3,895 【活動指標】 5 9 180%

218 218 3,826 5 6 120%

198 198 3,858 5

【成果指標】
R3：認定こども園への
移行率（％）

100 102 102%

5 6 120%

○ ○ ― 5

事業概要

令和４年度事業の実施状況
（令和５年度新規・補正事業は事業内容）

事業対象

　「幼保連携型認定こども園」の設置認可の審議会を開催した。
認定こども園申請事務手続の説明会など、機会を捉えて行っ

た。

幼稚園、保育所、認可外保育施設

指標（上段：活動指標、下段：成果指標）

主な指標

達成率

R3目標

R4目標

R5目標

R4実績

認定こども園の申請
件数（件）

●事業の成果
・認定こども園の申請件数については6件あり、
全て認可し、県内187施設（令和3年度の目標
177施設)となった。幼児期の教育・保育の充実を
図るため、今後も認定こども園の設置を推進して
いく。
●事業群の目標達成への寄与
・認定こども園の増加により、待機児童の解消に
加えて、地域の子育て支援事業の充実につな
がっている。

R3実績

事業費　(単位:千円）

うち
一般財源

人件費
(参考)

事業実施の根拠法令等

法令による
事業実施の
義務付け

県の裁量
の余地が
ない事業

他の評価
対象事業

(公共、研究等)

就学前の子どもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する法
律　第１７条

２．令和４年度取組実績（令和５年度新規・補正事業は参考記載）

事
業
番
号

取
組
項
目

中
核
事
業

事業期間

事務事業名

所管課(室)名

認定こども園推進事業
費

H19-

○

こども未来課

1

取組
項目
ⅰ
ⅶ

R4-：認定こども園の
認可・認定件数（件）

令和４年度事業の成果等

１．計画等概要

（長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025　本文） （取組項目）

安心して希望する妊娠・出産、子育てができるよう、子育て世代包括支援センターの設置促進等による妊
娠期から子育て期までの包括的な支援に取り組むとともに、不妊治療費助成等による妊娠・出産への支
援、保育の受け皿整備や保育人材の確保等による幼児教育・保育の充実、放課後児童クラブの量・質の確
保等による地域の子育て支援、医療費助成等による子育て家庭の負担軽減に取り組みます。

ⅰ）保育の受け皿の整備
ⅱ）保育人材の安定的確保に向けた離職防止策の推進
ⅲ）保育士・保育所支援センターのマッチングシステムを活用した潜在保育士の再就職支援
ⅳ）保育士修学資金等貸付や保育の仕事合同面談会の実施
ⅴ）保育の補助業務や周辺業務を行う保育補助者（子育て支援員）や保育支援者の有効活用
ⅵ）幼児教育・保育の質の確保及び向上を図るための研修機会の充実
ⅶ）幼保連携型認定こども園への移行に対する支援
ⅷ）一時預かり、延長保育、病児保育など、保護者のニーズに応じた保育サービスの充実

　　　　　　　　　　指　標 （進捗状況の分析）

子育て世代包括支援センター設置市町数（累
計）

子育て世代包括支援センターは全市町に設置が完了しており、目標は
達成している。今後はセンターの機能強化、センター職員の資質向上を図
り、妊娠期から子育てへの切れ目ない支援の充実を図る。

各市町が策定する新子育て安心プランに基づき、安心こども基金や国
の認定こども園施設整備交付金を活用した保育所・認定こども園の施設
整備による保育の定員増に取り組み、令和4年の待機児童数は令和2年・
令和3年に引き続き0人となり、目標達成に向け順調に推移している。

そ
の
他
関
連
指
標

　　　　　　　　　　指　標

保育所等待機児童数

事
業
群

施 策 名 結婚、妊娠・出産から子育てまでの一貫した支援 事 業 群 関 係 課 （ 室 ）

事 業 群 名 妊娠・出産、子育てへの切れ目のない支援①

基 本 戦 略 名 長崎県の未来を創る子ども、郷土を愛する人を育てる 事業群主管所属・課(室)長名 こども政策局　こども未来課

令 和 ４ 年 度 事 業 費 （ 千 円 ） 　※下記「２．令和４年度取組実績」の事業費（R4実績）の合計額



131,162 0 3,116 【活動指標】 7 5 71%

273,540 0 3,061 11 9 81%

134,198 0 3,086 3

【成果指標】 589 582 98%

583 575 98%

― ― ― 575

55,933 16,940 7,790 【活動指標】 100 100 100%

225,111 19,892 7,653 100 100 100%

35,962 25,147 7,716 100

【成果指標】 61 53.7 88%

61 54.1 88%

― ― ― 63

3,944 3,944 2,337 【活動指標】 数値目標なし 9 ―

1,917 1,917 2,296 数値目標なし 10 ―

3,780 3,780 2,315 数値目標なし

【成果指標】 配置 配置 ―

配置 配置 ―

― ― ― 配置

190,088 63,191 3,895 【活動指標】 200 249 124%

262,971 55,569 3,826 200 266 133%

353,181 84,079 3,895 200

【成果指標】 380 377 99%

380 371 97%

― ― ― 380

2
取組
項目
ⅰ

長崎県安心こども基金
事業費 市町が補助を行う保育所、認定こども園の改築や大規模修繕

等の施設整備事業や、市町の幼児教育・保育の無償化にかか
る事務費やシステム改修費に対する補助を行った。

●事業の成果
・前年度に補助金活用の希望や予定があった施
設の補助金の活用がなかったため、目標の達成
には至らなかったが、申請のあった保育所や認
定こども園を対象に施設整備を実施することに
より、保育環境の向上を図った。
●事業群の目標達成への寄与
・保育所、認定こども園の整備は、国の直接補
助である保育所等整備交付金も活用することに
より、確実に整備数を増やしており、保育環境の
向上に寄与した。

保育所・認定こども園
の整備件数（件）

安心こども基金管理運営要領

H21- 保育所、幼稚園、認
定こども園等の施設
数（施設）こども未来課 市町、認定こども園

取組
項目
ⅴ

○ 5

子育て支援新制度関係
対策費

保育所に従事する保育士配置の特例における無資格の保育
従事者及び小規模保育事業、家庭的保育事業等に従事する保
育者を養成するため、研修を実施した。

●事業の成果
・全国共通の「子育て支援員」の認定を行う研修
を実施し、266名が受講、239名が修了し、一定
の保育の受入体制の整備を図ることができた。
●事業群の目標達成への寄与
・県内３会場で研修を開催し、多くの県民に向け
て研修を行うことで保育人材の確保を図ることが
でき、幼児教育・保育の充実に寄与した。

子育て支援員研修受
講者数（人）

子育て支援員研修実施要綱
H26-

子育て支援員活用者
数（人）こども未来課

保育所、認可外保育施設、小規模保育事業、家庭的保育事業
等

取組
項目
ⅲ

4

福祉施設職員産休等代
替費

児童福祉施設等（公立及び中核市に所在する施設を除く）の
職員（保育士等）が、出産、疾病、負傷のため長期間勤務を休む
場合に、臨時的に代替職員を任用することに要する経費の助成
を行った。

●事業の成果
・産休・病休職員の代替職員の任用に要する経
費を助成することにより、入所者の正常な保護を
確保するとともに、施設職員の健康の保全を図
ることができた。

産休病休代替職員数
（人）

産休病休代替職員費補助金実施要
綱

S37-
代替職員の配置

こども未来課
保育所、児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、養護老人
ホーム等

取組
項目
ⅱ
ⅲ
ⅳ

○ 3

保育士人材確保等事業
費

｢保育士・保育所支援センター」の求人・求職サイト「保いっぷ」
の運用及び、再就職支援コーディネーターによる保育所に関す
る募集採用状況の把握、求職者のニーズにあった就職先の提
案、求職者と雇用者双方のニーズ調整、保育所に対する潜在保
育士の活用に関する助言等を実施した。

また、保育士養成施設の学生を対象とした、保育の仕事合同
面談会の開催や、保育士修学資金貸付事業を実施した。

さらに、リーダー的役割を担う保育士等に対し、処遇改善の要
件となっているキャリアアップ研修を実施した。

●事業の成果
・保育士・保育所支援センターの求人・求職サイ
ト「保いっぷ」の活用を図るとともに、再就職支援
コーディネーターによる一人ひとりへの丁寧な対
応等により、潜在保育士の再就職支援へ繋げ
た。また、キャリアアップ研修等の実施による保
育士等の処遇改善を図るとともに、保育士養成
施設の学生を対象とした合同面談会の開催や、
修学資金貸付等を行うことで保育人材の確保に
繋げることができた。さらに、令和４年度は一部
の施設において社会保険労務士や保育士養成
校の教員の派遣事業を行い、保育の職場の環
境改善が図られたが、ちょうど５年程度の経験を
積む頃の保護者対応や働き方等による離職者も
一定いることから目標は達成できなかった。
●事業群の目標達成への寄与
・潜在保育士の再就職支援や保育士養成校学
生への修学資金貸付等の実施により保育士確
保に努め、また、各種研修の実施により保育士
等の資質向上、処遇改善等の保育環境の向上
を図り、幼児教育・保育の充実に寄与した。

処遇改善等加算実施
率（％）

―

H25-

保育士採用５年間の
定着率（％）

こども未来課
認可保育所等に就労していない潜在保育士、保育士を必要とす
る保育所等及び認可保育所等で就労している保育士等



470 470 5,453 【活動指標】 4 4 100%

1,248 576 9,187 5 5 100%

691 691 5,401 4

【成果指標】 95 96 101%

95 99 104%

― ― ― 95

【活動指標】

12,852 6426 30,864 0

【成果指標】

― ― ― 53

508,317 508,317 2,337 【活動指標】 21 21 100%

480,431 480,431 2,295 21 21 100%

539,990 539,990 2,337 21

【成果指標】 750 797 106%

780 770 99%

○ ○ ― 780

616,096 441,590 10,906 【活動指標】 90 88 97%

617,964 423,715 10,714 90 85 94%

636,398 421,758 10,802 90

【成果指標】 108 108 100%

108 108 100%

― ― ― 108

幼児教育センター運営
事業費

子ども・子育て支援法に基づく基本指
針

（R5新規）R5-

9

取組
項目
ⅷ

○ 8

地域子ども・子育て支援
事業費（保育関係） 一時預かり事業、病児保育、延長保育等、地域のニーズに対

応した多様なサービスに対する助成を行った。

●事業の成果
・延長保育事業492ヶ所、一時預かり事業233ヶ
所、病児・病後児保育事業45ヶ所に対し補助を
行ったが、予定より実施件数が少なかったため、
目標未達となったが、地域のニーズに即した子
ども・子育て家庭の身体的・心理的負担を軽減
することができた。
●事業群の目標達成への寄与
・保育サービスの充実により子育て家庭の負担
軽減に寄与した。

実施市町数（市町）

子ども・子育て支援法第59条及び第
61条

H27-
補助対象事業所数
（ヶ所）

こども未来課 保育所、幼稚園、認定こども園等

幼稚園私立学校助成費 私立幼稚園等の運営に要する経費の一部を助成することで、
特色ある学校づくりを支援し、私立学校における教育の振興と
保護者負担の軽減を図った。

●事業の成果
・所要額が少額である法人から申請がなかった
ため、活動指標は未達となったが、私学助成園
等を設置している学校法人に対して運営費の補
助を行うことにより、私立学校における教育の振
興に寄与した。
●事業群の目標達成への寄与
・助成費に含まれる子育て支援事業費補助金や
預かり保育事業費補助金などにより、保育環境
の充実が図られている。

補助対象法人数
（法人）

私立高等学校等経常費助成費補助
金交付要綱

H12-

取組
項目
ⅵ

こども未来課 幼稚園等を設置する学校法人

訪問支援した新規園
数（市町アドバイザー
の訪問園数含む、累
計）（件）

私立の幼稚園、認定
こども園等の施設数
（施設）

7

こども未来課

幼児教育センターを設置し、各市町の幼児教育アドバイザー
配置を推進しつつ、県の幼児教育アドバイザーの訪問による施
設への助言、研修実施主体との連携、幼保小連携の推進、幼
児教育に関する調査・研究等を行う。 ―

幼稚園教諭、保育教諭、保育士、園長・施設長等

アドバイザー設置市
町数（市町）

○ 6

幼児教育推進事業費

幼児教育の質を向上するために、県内外から講師を選定し、
県主催で園長等運営管理協議会を開催。幼小接続をテーマに、
文科省教育調査官と長崎大学教育学部准教授を講師に迎え、
オンラインで開催した。幼児期の教育及び保育向上研修会は集
合形式とし、長崎純心大学と連携して、小学校教育へのつなが
りを意識した幼児理解と保育の計画・展開について研修を実施
した。また、幼稚園等に研究を委託し、研究過程や成果公表に
おいて指導助言を行った。

●事業の成果
・園長等運営管理協議会では、「幼児教育の充
実と 小学校教育との接続について」「幼小接続
の鍵、今より一歩進むには？：私たちにできるこ
と」と題した講義を実施し100名が参加、また幼児
期の教育及び保育向上研修会では、「保育の質
を向上させる『子どもの見方』～活きる指導計画
を目指して～」「幼小接続につながる園の取り組
み」と題した協議と講義を実施し、119名が参加
し、県内の幼児教育に携わる者の資質向上を効
率的に図ることができた。
●事業群の目標達成への寄与
・オンラインも利用しつつ県下全域の保育関係者
へ研修機会を確保することで、幼児教育に携わ
る者の資質向上を効率的に図り、幼児教育・保
育の充実に寄与した。

県主催協議会の回数
（回）

―

H20-
アンケートによる理解
度（％）

こども未来課 幼稚園教諭、保育教諭、保育士、園長・施設長等



ⅰ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅱ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅲ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅳ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅴ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅵ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅶ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

・離職防止対策として、引き続き、キャリアアップ研修や保育所職員研修の実施、施設型給付
による処遇改善等加算の給付などを実施するとともに、職場環境改善については社会保健労
務士等のアドバイザーによる施設への個別の改善指導を行うとともに、取組の横展開を図っ
ていく。

保育士・保育所支援センターのマッチングシステムを活用した潜在保育士の再就職支援

・令和４年度のマッチング数は19件と令和３年度の実績から大きく減少しており更なる周知及び利用促進を図る必要がある。 ・更なるシステムの利用促進を図るとともに、支援セミナーや現場での研修、就職を希望する
方の後押しを図る取組を行い、潜在保育士が現場復帰しやすい環境を整える。

幼保連携型認定こども園への移行に対する支援

・各市町の保育の受け皿の整備が進んだことにより、待機児童はほぼ解消できていることから、認定こども園への移行の際
は、あらかじめ市町と協議するなど利用定員増については慎重に取り扱う必要があるが、教育と保育を一体的に行う機能、
地域における子育ての支援を行う機能を持つ認定こども園のメリットは引き続き周知していく必要がある。

・事前に各市町の施設整備の意向を確認しながら支援をすすめるとともに、多様な保育・教育
ニーズに対応できる施設として移行を促す。

幼児教育・保育の質の確保及び向上を図るための研修機会の充実

・コロナ禍の影響を最小限にとどめるため、参加者がオンラインで受講や協議を行えるような方法を取り入れたが、参加者同
士の対面交流や共同作業といった強みを担保しがたい。

・研修会や研究協議会は原則対面方式で今後も企画し、状況に応じてリモート開催し、離島な
どの遠隔地からの参加にも対応できる柔軟な体制で実施する。

保育士修学資金等貸付や保育の仕事合同面談会の実施

・保育士修学資金等貸付について、令和４年度は国から１９６，１８０千円を受け入れることができたが、今後も事業を継続し
ていくためには、国からの財政措置が不可欠である。
・保育の仕事合同面談会については、参加施設数は121、参加者数は259人（例年約300人）で、例年に比べて参加者数が減
少した。

保育の補助業務や周辺業務を行う保育補助者（子育て支援員）や保育支援者の有効活用

・子育て支援員や周辺業務を行う支援者を雇用する場合に補助制度や加算制度等があるが、各市町において事業実施の優
先度等により、活用にバラつきが生じており、有効に活用されていない。

・各市町に対し、機会を捉え、子育て支援員の活用や、補助事業の周知・活用等を促してい
く。

保育人材の安定的確保に向けた離職防止策の推進

３．実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性
保育の受け皿の整備

・これまでの保育の受け皿整備等により、年度当初の待機児童については解消されている。 ・県全体での保育のニーズに対する保育の受け皿数は充足しつつある。今後も待機児童が発
生しないよう各市町と連携して受け皿整備を行う。

・当該事業の保育士確保対策としての重要性に鑑み、令和元年度から行っている政府施策要
望に加え、その他の機会も捉えて、粘り強く国に必要性を理解してもらい、当該事業の継続を
求めていく。
・合同面談会により多くの方に参加してもらうため、参加者及び保育所や幼稚園等の意見を聴
きながら、周知の方法や相談会の内容など、様々な工夫を図る。

・保育士の新規採用者５年間の定着率については、目標の61％を下回り、54.1％となっている。離職の理由として結婚・出産
以外にも処遇関係や業務量の多さ、人間関係を理由とした離職も多く、引き続き処遇の改善が必要であり、併せて職場環境
改善の取組及び横展開を図る必要がある。令和４年度については、職場環境改善実施園に成果フォーラムで発表いただき、
積極的に活用いただけるよう啓発できた。



ⅷ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

― ―
子育て支援員研修修了者は保育所等の保育士配置の特例による配置が可能であ

ることから、今後も必要性は高いため、引き続き事業を継続する。
現状維持

H26-

こども未来課

現状維持
取組
項目
ⅲ

4

福祉施設職員産休等代
替費

― ―
　産休・病休代替職員の確保は、入所者（児）の保育・保護に不可欠であり、また、施
設職員の健康の保全を図る観点からも事業を継続する。

S37-

こども未来課

取組
項目
ⅱ
ⅲ
ⅳ

○ 3

保育士人材確保等事業
費

保育士の離職防止・処遇改善を図るため、令和４年度に実施し
た職場環境改善のアドバイザー及び園内研修講師の派遣につい
て、実施園の成果を周知することで、園の実施意欲を高め、更な
る成果に繋げる。

②
更に保育士の離職防止・処遇改善を推進するため、新たな処遇改善の取組を検討

する。
拡充

H25-

こども未来課

見直し区分

令和６年度事業の実施に向けた方向性

取組
項目
ⅰ

令和５年度事業の実施にあたり見直した内容

※令和５年度の新たな取組は「R５新規」等と、見直しがない場合は「―」と記載

―

取組
項目
ⅴ

○ 5

子育て支援新制度関係
対策費

長崎県安心こども基金
事業費

H21-

一時預かり、延長保育、病児保育など、保護者のニーズに応じた保育サービスの充実

・延長保育事業488ヶ所、一時預かり事業233ヶ所、病児・病後等保育事業45ヶ所の施設に対し補助を行い、子ども・子育て家
庭の身体的・心理的負担を軽減することができた。今後も地域の実状に応じて更に充実を図る必要がある。

・多様な子育てニーズに対応するため、各市町の現状を把握し、各事業において未実施の市
町に対し活用を促していくとともに、引き続き事業を継続していく。

中
核
事
業

事務事業名

事業期間

所管課(室)名

2

４．令和５年度見直し内容及び令和６年度実施に向けた方向性
事
業
番
号

取
組
項
目

こども未来課

○ 改善

H20-

こども未来課

―
保育所、認定こども園の整備による保育環境向上のため、引き続き事業を継続して

いく。
現状維持

6
取組
項目
ⅵ

幼児教育推進事業費 研修会や研究協議会は原則対面方式で今後も企画し、状況に
応じてリモート開催し、離島などの遠隔地からの参加にも対応でき
る柔軟な体制で実施する。

―

幼児教育に携わる者の資質向上は重要な課題であり、文科省の委嘱を受け各種協
議会を開催することで、効率的に幼児教育の質を向上させることができる。また、それ
ぞれの施設を訪問することで、個々の課題に応じた指導助言を行うことができ、新規
認定こども園の運営を現地で見ることで、書面上では見えにくいところまで細やかな指
導を行うことができるなど、資質向上に有意義な事業であるため、今後も引き続き事
業を継続していく。研修方法については、研修体制や育成指標の整備を同時に進め、
集合やオンライン活用といった方法ごとの長・短所を踏まえながら企画し、より効果的
に保育者の資質向上を図っていく。

事業構築
の視点

見直しの方向



取組
項目
ⅵ

取組
項目
ⅷ

幼稚園等を設置している対象の学校法人が、補助金の内容を理
解し、補助により私立幼稚園等の円滑な運営を図るため、丁寧な
案内及び説明会を実施する。

　R５新規

幼稚園私立学校助成費

H12-

こども未来課

幼児教育センター運営
事業費

（R5新規）R5-

こども未来課

―

―

県内の私立幼稚園等を設置している学校法人に対して運営費の補助を行うことによ
り、私立幼稚園等の運営に寄与しており、継続して確実に申請ができるように、補助
金等の丁寧な案内に努める。また、令和５年度に初めて実施する予定の補助金に関
する説明会のアンケート等を踏まえ、適切な執行に向け、説明会の内容の改善を図る
等して、引き続き事業を継続する。

複数の施設類型が存在し、私立が多い幼児教育の現場において、公私・施設類型
問わず保育者の専門性の向上等の取組を一体的に推進するために、幼児教育セン
ターを設置した。幼稚園教育要領等の着実な実施のための幼児教育アドバイザー訪
問支援や研修実施主体との連携、幼保小連携の推進など、幼児教育の質の向上を
図る各種施策により、乳幼児期において、生涯にわたる生きる力の基礎が育まれるこ
とを目指す。

保育者の資質向上は県の役割であるものの、本県の地理的条件や施設へのきめ細
やかな介入を図るため、特に市部への幼児教育アドバイザーの配置について、市町
に理解を求めていく。

改善

現状維持7

9

注：「２．令和４年度取組実績」に記載している事業のうち、令和４年度終了事業、100%国庫事業など
で県の裁量の余地がない事業、公共事業評価対象事業、研究事業評価対象事業、指定管理者制
度導入施設評価対象事業については、記載対象外としています。

【事業構築の視点】

①　視点①　事業群としての成果目標に対し、特に効果が高い事業の見極め、 事業の選択と集中ができているか。
②　視点②　指標の進捗状況に応じて、その要因分析及びさらに高い効果を出すための工夫、目標に近づけるための
　　工夫を検討・実施できているか。
③　視点③　人員・予算を最大限効果的に活用するための事務・事業の廃止・見直しができているか。
④　視点④　政策間連携により事業効果が高められないか。事業群としてリーダーの明確化、関係課の役割分担・
　　協力関係の整理ができているか。
⑤　視点⑤　県と市町の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑥　視点⑥　県と民間の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑦　視点⑦　戦略的に関係者の行動を引き出せているか。
⑧　視点⑧　国制度等の最大限の活用が図られているか。国へ政策提案（制度改正要望）する必要はないか。
⑨　視点⑨　経済情勢等、環境の変化に対応した効果的・適切な見直しとなっているか。
⑩　その他の視点


